
・R2年5月
都 都有地の売却に係る方針が決定
・R3年3月
区「江戸川区役所の位置を定める条例」制定
区「新庁舎建設基本構想・基本計画」策定
・R3年10月
区 基本設計方針策定受託者選定

・R2年7月
準組「船堀四丁目地区市街地再開発準備組合」設立
・R3年3月
区「船堀駅周辺地区まちづくり基本構想」策定

・R3年10月
準組 船堀四丁目地区再開発事業 事業協力者選定

■新庁舎建設と再開発（船堀四丁目地区市街地再開発事業）について
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基本
設計

実施
設計

基本構想
基本計画

移転・
供用
開始

建築確認手続き
工事

※工事については、区内事業者が
関与する仕組みを検討

・準備組合
・基本構想

出典：「江戸川区新庁舎建設基本構想・基本計画」より
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〇これまでの取組

〇スケジュール

・令和３年３月に「新庁舎建設基本構想・基本計画」「船堀駅周辺
まちづくり基本構想」が策定され、同年10月には新庁舎建設に
おいては基本設計方針策定受託者が、再開発においては事業
協力者が決定しました。
・令和３、４年度は、基本設計方針として建物の基本計画等を整理
します。

再開発組合が新庁舎と再開発ビルを一体で実施（区が庁舎部分を監修）

新庁舎建設 再開発（船堀四丁目地区再開発事業）

２

基本設計方針

事業協力者選定
⇒基本設計方針

建物
形状
反映

資料４


